
地方財政審議会付議（説明）案件  

 

令和８年２月２０日（金） 

 

 （案件名）  

 令和７年度２月期における地方譲与税譲与金の譲与について（決裁案件）  
 

○特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律第四号） 

（地方財政審議会の意見の聴取）  

第三十三条  総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定

し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人

事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければな

らない。  

 

 

                       自治税務局 企画課  

                      課長補佐  石田 渉  

（内２３５１１）  



令和７年度２月期における地方譲与税譲与金の譲与（案）について 

 

 

１ 起案理由 

  特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第３１

条に基づいて、令和７年度２月期分の譲与額について都道府県

に対して、譲与するものである。 

 

２ 対象団体 

全都道府県 

 

３ 譲与額 

１０,１７５億円（令和７年１１月～令和８年１月における交付税及び譲与税配付金特別 

会計の収納額） 

・前年度２月期比  ＋７４４億円（＋７．９％） 

・本年度譲与累計額 ２５，７２２億円 

 （参考）前年度比 ＋８５２億円（＋３．４％） 

 

４ 譲与日 

令和８年２月２７日（金） 

 

 

５ 譲与基準等 

譲与総額 特別法人事業税収入額《注》 

譲与基準 
人口 

※財源超過団体に対する譲与制限あり 

補正 なし 

譲与時期 ５月、８月、11月、２月 

譲与税の使途 条件・制限なし 

令和６年度譲与実績 ２４，８７０億円 

令和７年度地財計画 ２３，４７０億円 

《注》令和２年２月以降に国に払い込まれた地方法人特別税については、特別法人事業譲与税の原資とみなして譲与。 

 



総税総税企第   号  

令和８年２月２７日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

  総 務 大 臣 

  （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

特別法人事業譲与税譲与金の譲与について 

 

 

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成３１年法律第

４号）第３１条の規定に基づいて譲与すべき特別法人事業譲与税譲与金を令

和８年２月２７日に別紙の金額のとおり譲与します。 

記 

 

（案） 



(単位：千円)

都道府県 金　　　　額

北 海 道 46,376,353
青    森 10,988,980
岩    手 10,745,320
宮    城 20,433,696
秋    田 8,517,031
山    形 9,480,355
福    島 16,271,997
茨    城 25,449,042
栃    木 17,159,595
群    馬 17,212,534
埼    玉 65,195,900
千    葉 55,784,267
東    京 22,488,869
神 奈 川 81,995,304
新    潟 19,539,619
富    山 9,185,539
石    川 10,052,881
福    井 6,807,069
山    梨 7,189,744
長    野 18,179,195
岐    阜 17,564,328
静    岡 32,250,164
愛    知 66,950,343
三    重 15,713,682
滋    賀 12,547,927
京    都 22,884,422
大    阪 78,447,824
兵    庫 48,510,160
奈    良 11,756,701
和 歌 山 8,189,328
鳥    取 4,912,324
島    根 5,957,258
岡    山 16,762,690
広    島 24,851,590
山    口 11,912,803
徳    島 6,387,174
香    川 8,434,853
愛    媛 11,848,733
高    知 6,138,348
福    岡 45,582,792
佐    賀 7,202,775
長    崎 11,648,798
熊    本 15,430,051
大    分 9,975,886
宮    崎 9,494,105
鹿 児 島 14,098,174
沖    縄 13,026,105
合  　計 1,017,532,628

令和７年度２月期　特別法人事業譲与税譲与金額一覧

017188
テキストボックス
別紙



（参考）令和７年度 特別法人事業譲与税 譲与制限について 

 

財源超過団体：東京都 

財源超過額：20,697億円 

２月期譲与額（譲与制限後）：225 億円（令和７年度累計 716億円） 

２月期譲与制限額：908 億円（令和７年度累計 2,148億円） 

※ 譲与制限がない場合の２月期譲与額 225＋908＝約 1,133億円 
年間譲与額 716＋2,148＝約 2,864 億円 
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